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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図の中から選択された地点（２２）から、ルート案内を行うための最終的な目的地を
決定して案内する車両用ナビゲーション装置であって、
　ユーザによって前記地図の中から前記地点（２２）が選択されると、該地点（２２）の
座標および前記地図の縮尺を取得し、前記地図の縮尺に対応してあらかじめ決められたラ
ンドマークを前記地点（２２）の座標を含む一定範囲の中から選択して仮の目的地（２４
、２５）として決定し、現在位置（２８）から前記仮の目的地（２４、２５）までのルー
ト検索を行う手段（１００～１０４、２０１～２０４）と、
　前記仮の目的地（２４、２５）が含まれる詳細図を表示する手段（１０６）と、
　前記詳細図の中から、前記ユーザによって前記仮の目的地（２４、２５）が前記最終的
な目的地として選択されると、前記現在位置（２８）から前記最終的な目的地までのルー
ト検索を行う手段（１０７、１０８）と、
　前記現在位置（２８）から前記最終的な目的地までのルート検索結果から、前記最終的
な目的地までの案内を行う手段（１１０）とを備え、
　さらに、前記ランドマークを仮の目的地（２４、２５）として複数決定し、該決定した
複数の仮の目的地（２４、２５）に優先順位を付け、前記ユーザの検索履歴から前記ユー
ザの嗜好に合わせて前記複数の仮の目的地（２４、２５）の優先順位を変更し、前記現在
位置（２８）から前記優先順位の上位の前記仮の目的地（２４、２５）までのルート検索
を行う手段（１００～１０４、２０１～２０７）を備えていることを特徴とする車両用ナ
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ビゲーション装置。
【請求項２】
　地図の中から選択された地点（２２）から、ルート案内を行うための最終的な目的地を
決定して案内する車両用ナビゲーション装置であって、
　ユーザによって前記地図の中から前記地点（２２）が選択されると、該地点（２２）の
座標および前記地図の縮尺を取得し、前記地図の縮尺に対応してあらかじめ決められたラ
ンドマークを前記地点（２２）の座標を含む一定範囲の中から選択して仮の目的地（２４
、２５）として決定し、現在位置（２８）から前記仮の目的地（２４、２５）までのルー
ト検索を行う手段（１００～１０４、２０１～２０４）と、
　前記仮の目的地（２４、２５）が含まれる詳細図を表示する手段（１０６）と、
　前記詳細図の中から、前記ユーザによって前記仮の目的地（２４、２５）が前記最終的
な目的地として選択されると、前記現在位置（２８）から前記最終的な目的地までのルー
ト検索を行う手段（１０７、１０８）と、
　前記現在位置（２８）から前記最終的な目的地までのルート検索結果から、前記最終的
な目的地までの案内を行う手段（１１０）とを備え、
　さらに、前記地図の縮尺を取得した後、前記地図の縮尺を考慮してあらかじめ決められ
た代表的な施設を前記地点（２２）の座標を含む一定範囲の中から選択して仮の目的地（
２４、２５）として決定する手段（２０４）を備えていることを特徴とする車両用ナビゲ
ーション装置。
【請求項３】
　前記詳細図の中から、前記ユーザによって前記仮の目的地（２４、２５）とは異なる目
的地が選択されたとき、前記仮の目的地（２４、２５）とは異なる目的地を前記最終的な
目的地として決定し、前記現在位置（２８）から前記最終的な目的地までのルート検索を
行う手段（１０７、１０８）を備えていることを特徴とする請求項１または２に記載の車
両用ナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広域図からおおまかに目的地を設定することができる車両用ナビゲーション
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、表示された地図上で目的地や通過点等の地点入力を容易に行うためのナビゲ
ーション装置が、例えば特許文献１で提案されている。具体的に、特許文献１では、スイ
ッチ等で指示された地図上の地点をディスプレイの画面中心にスクロールし、スイッチ等
により地点を設定する指示がなされた場合、所定の縮尺に切り換えて地図データを表示す
るナビゲーション装置が提案されている。これによると、広域図で目的地を設定しようと
すると、詳細図へと地図画面が自動的に切り替わるため、詳細図の中から目的地を個別具
体的に設定することが可能になっている。
【特許文献１】特開平７－１９０７８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　おおまかに、「この辺り」や「ある地域」へのルートを知りたいというユーザの要望が
ある。しかしながら、上記従来の技術では、ユーザが広域図で目的地を設定しようとする
と、詳細図へと地図画面が自動的に切り替わってしまい、詳細図の中から目的地を個別具
体的に決定しなければならない。このため、広域図を使ったおおまかなルート検索（例え
ば旅行計画や時間の計画など）を目的とするユーザの要望を満たすことができない。
【０００４】
　本発明は、上記点に鑑み、広域図でおおまかな目的地を設定することができる車両用ナ
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ビゲーション装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１、２に記載の発明では、地図の中から選択された地
点（２２）から、ルート案内を行うための最終的な目的地を決定して案内する車両用ナビ
ゲーション装置であって、ユーザによって地図の中から地点（２２）が選択されると、該
地点（２２）の座標および地図の縮尺を取得し、地図の縮尺に対応してあらかじめ決めら
れたランドマークを地点（２２）の座標を含む一定範囲の中から選択して仮の目的地（２
４、２５）として決定し、現在位置（２８）から仮の目的地（２４、２５）までのルート
検索を行う手段（１００～１０４、２０１～２０４）と、仮の目的地（２４、２５）が含
まれる詳細図を表示する手段（１０６）と、詳細図の中から、ユーザによって仮の目的地
（２４、２５）が最終的な目的地として選択されると、現在位置（２８）から最終的な目
的地までのルート検索を行う手段（１０７、１０８）と、現在位置（２８）から最終的な
目的地までのルート検索結果から、最終的な目的地までの案内を行う手段（１１０）とを
備えていることを特徴とする。
【０００６】
　これにより、地図の中からユーザが要望する地点をおおまかに推定することができ、さ
らに該地点付近のランドマークを推定目的地として設定することで、現在位置（２８）か
ら該推定目的地までのルート検索および案内を行うことができる。この場合、ユーザが目
的地の地名や代表的な施設等を知らなくてもルート検索することができる。
【０００７】
　請求項３に記載の発明では、詳細図の中から、ユーザによって仮の目的地（２４、２５
）とは異なる目的地が選択されたとき、仮の目的地（２４、２５）とは異なる目的地を最
終的な目的地として決定し、現在位置（２８）から最終的な目的地までのルート検索を行
う手段（１０７、１０８）を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　これにより、ユーザが要望する地点と推定目的地とにずれがあったとしても、ユーザが
自ら最終目的地を修正することができる。ユーザによって目的地が修正されれば、修正さ
れた目的地まで再びルート検索を行うだけで良いので、ユーザの要望通りのルート案内が
できる。
【０００９】
　また、請求項１に記載の発明では、ランドマークを仮の目的地（２４、２５）として複
数決定し、該決定した複数の仮の目的地（２４、２５）に優先順位を付け、ユーザの検索
履歴からユーザの嗜好に合わせて複数の仮の目的地（２４、２５）の優先順位を変更し、
現在位置（２８）から優先順位の上位の仮の目的地（２４、２５）までのルート検索を行
う手段（１００～１０４、２０１～２０７）を備えていることを特徴とする。
【００１０】
　これにより、ユーザの嗜好に合わせて目的地を推定することができ、ユーザにとって使
い勝手のよいナビゲーション装置を提供することができる。
【００１１】
　また、請求項２に記載の発明では、地図の縮尺を取得した後、地図の縮尺を考慮してあ
らかじめ決められた代表的な施設を地点（２２）の座標を含む一定範囲の中から選択して
仮の目的地（２４、２５）として決定する手段（２０４）を備えていることを特徴とする
。これにより、施設を仮の目的地（２４、２５）とするルート検索を行うことができる。
【００１２】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１実施形態）
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　以下、本発明の第１実施形態について図を参照して説明する。図１は、本実施形態に係
る車両用ナビゲーション装置１０のハードウェア構成を示した図である。この車両用ナビ
ゲーション装置１０は、位置検出器１１、画像表示装置１２、操作部１３、スピーカ１４
、地図データ取得部１５、および制御回路１６を有している。
【００１４】
　位置検出器１１は、いずれも周知の図示しない地磁気センサ、ジャイロスコープ、車速
センサ、およびＧＰＳ受信機等のセンサを有しており、これらセンサの各々の性質に基づ
いた、車両の現在位置、向き、および速度を特定するための情報を制御回路１６に出力す
る。
【００１５】
　画像表示装置１２は、制御回路１６から出力された映像信号に基づいた映像をユーザに
表示する。表示映像としては、例えば現在地を中心とする地図等がある。
【００１６】
　操作部１３は、車両用ナビゲーション装置１０に設けられた複数のメカニカルスイッチ
、画像表示装置１２の表示面に重ねて設けられたタッチパネル等の入力装置から成り、ユ
ーザによるメカニカルスイッチの押下、タッチパネルのタッチに基づいた信号を制御回路
１６に出力する。
【００１７】
　地図データ取得部１５は、ＤＶＤ、ＣＤ、ＨＤＤ等の不揮発性の記憶媒体およびそれら
記憶媒体に対してデータの読み出し（および可能ならば書き込み）を行う装置から成る。
当該記憶媒体は、制御回路１６が実行するプログラム、経路案内用の地図データ等を記憶
している。
【００１８】
　地図データは、道路データおよび施設データを有している。道路データは、リンクの位
置情報、種別情報、ノードの位置情報、種別情報、および、ノードとリンクとの接続関係
の情報等を含んでいる。施設データは、施設毎のレコードを複数有しており、各レコード
は、対象とする施設の名称情報、所在位置情報、土地地番情報、施設種類情報等を示すデ
ータを有している。
【００１９】
　制御回路（コンピュータに相当する）１６は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏ等を有
するマイコンである。ＣＰＵは、ＲＯＭまたは地図データ取得部１５から読み出した車両
用ナビゲーション装置１０の動作のためのプログラムを実行し、その実行の際にはＲＡＭ
、ＲＯＭ、および地図データ取得部１５から情報を読み出し、ＲＡＭおよび（可能であれ
ば）地図データ取得部１５の記憶媒体に対して情報の書き込みを行い、位置検出器１１、
画像表示装置１２、操作部１３、およびスピーカ１４と信号の授受を行う。
【００２０】
　制御回路１６がプログラムを実行することによって行う具体的な処理としては、現在位
置特定処理、誘導経路算出処理、経路案内処理等がある。
【００２１】
　現在位置特定処理は、位置検出器１１からの信号に基づいて、周知のマップマッチング
等の技術を用いて車両の現在位置や向きを特定する処理である。
【００２２】
　誘導経路算出処理は、操作部１３からユーザによるおおまかな目的地の入力を受け付け
、現在位置から当該目的地までの最適な誘導経路を算出する処理である。
【００２３】
　経路案内処理は、地図データ取得部１５から地図データを読み出し、算出された誘導経
路、目的地、経由地および現在位置等をこの地図データの示す地図上に重ねた画像を、画
像表示装置１２に出力し、案内交差点の手前に自車両が到達したとき等の必要時に、右折
、左折等を指示する案内音声をスピーカ１４に出力させる処理である。以上が、本実施形
態に係る車両用ナビゲーション装置１０のハードウェア構成である。



(5) JP 5003537 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

【００２４】
　次に、上記車両用ナビゲーション装置１０において、ユーザがおおまかな目的地を設定
し、その目的地からユーザが求める目的地を推測してルート検索する方法について、図を
参照して説明する。
【００２５】
　図２は、ユーザがおおまかに設定した目的地からルート検索を行う内容を示したフロー
チャートである。該フローは、図３に示されるように、画像表示装置１２に表示される画
面２０に「目的地設定２１」という選択ボタンが表示されたらスタートする。
【００２６】
　まず、ステップ１００では、地図上で目的地が決定される。これは、ユーザによって図
３に示される画面２０のうちおおまかな目的地となる地点２２がタッチされたりリモコン
操作で選択されたりした後、目的地設定２１のボタンがユーザによって選択されることで
決定される。
【００２７】
　ステップ１０１では、広域図設定モードを使用するか否かが判定される。「広域図設定
モード」とは、縮尺を変更しないで目的地を設定するモードであり、ユーザがおおまかに
目的地を設定できるモードである。該モードは、あらかじめソフトウェアに設定されてい
るか、画面２０に表示される選択画面からユーザによって選択される。
【００２８】
　広域図設定モードを使用しない場合、ステップ１０６に進む。一方、広域図設定モード
を使用する場合、ステップ１０２に進む。
【００２９】
　ステップ１０２では、目的地推定が行われる。図４は、該目的地推定の内容を示したフ
ローチャートである。まず、ステップ２０１では、ユーザが地図の中から選択した地点２
２の座標が取得される。「座標」とは、絶対座標であり、経度および緯度を指す。
【００３０】
　続いて、ステップ２０２では、地図の縮尺が取得される。例えば、図３に示される画面
２０では地図の縮尺は１００ｋｍであるので、この１００ｋｍという縮尺が取得される。
【００３１】
　ステップ２０３では、目的地推定範囲の決定がなされる。これは、ステップ２０２で取
得された絶対座標を含む一定範囲が決定されることを意味している。なお、絶対座標を中
心とする一定範囲であっても良い。
【００３２】
　ステップ２０４では、目的地推定方法の決定がなされる。本実施形態では、ステップ２
０２で取得された地図の縮尺を考慮して代表的な施設が推定目的地として決定される。図
５は、地図の縮尺に応じた目的地となる施設の一覧を示した図である。この図に示される
ように、地図の縮尺を考慮して施設がそれぞれ設定されている。例えば、地図の縮尺が２
６ｋｍ以上の場合、地図上で都道府県レベルの施設が分かる表示となるため、都道府県レ
ベルの代表施設（都庁や東京ドーム）が目的地として設定されている。このように、本ス
テップでは、図５の一覧に従って推定目的地が決定される。この場合、１つの推定目的地
が決定されるか、または複数の推定目的地が優先順位を付されて決定される。本ステップ
で選択された推定目的地は、仮の目的地とされる。
【００３３】
　ステップ２０５では、ユーザの嗜好が加味されるか否かが判定される。これは、予めソ
フトウェアに設定されているか、画面２０に表示される選択画面からユーザによって選択
されるか等で判定される。本ステップにて、ユーザの嗜好が加味されない場合、図４に示
される目的地推定処理は終了する。一方、ユーザの嗜好が加味される場合、ステップ２０
６に進む。
【００３４】
　ステップ２０６では、目的地点がユーザの嗜好で絞られる。例えば、検索履歴から生成
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された推論エンジン（ベイジアンネット、ニューラルネットワーク、ファジィ等の機械学
習手法）により、ユーザの嗜好にあった目的地が絞り込まれる。これにより、ステップ２
０４で決定された複数の目的地の優先順位が変更され変動する。すなわち、ユーザの嗜好
に合わせて、目的地となり得る施設等の目的地としての優先順位が変更される。これによ
り、ユーザの嗜好に合った推定目的地が仮の目的地とされる。
【００３５】
　ステップ２０７では、推測範囲・推測方法から目的地点の計算が行われる。本ステップ
では、ステップ２０６で優先順位が高い仮の目的地がユーザの求める目的地であると決定
される。本ステップで決定される仮の目的地は複数あっても良い。こうして、目的地推定
処理が終了する。
【００３６】
　図２に示されるステップ１０２の後、ステップ１０３では、目的地が推定地点に設定さ
れる。該推定地点が仮の目的地、すなわちルートのゴール地点とされる。
【００３７】
　そして、ステップ１０４では、ルート・時間・距離の表示がなされる。すなわち、ステ
ップ１０３で設定されたゴール地点に基づいてルート検索が行われる。そして、図３に示
されるように、画面２０にはユーザが選択した地点２２とそのルート２３が表示される。
【００３８】
　ステップ１０５では、詳細地図設定モードに移行するか否かが判定される。ここで、「
詳細地図設定モード」とは縮尺が小さい範囲で目的地を設定するモードである。ユーザが
画面２０の中の異なる地点をタッチもしくはリモコン操作した場合、詳細地図設定モード
に移行せずにステップ１００に戻り、再びステップ１００～１０４が実行される。
【００３９】
　一方、ユーザによって図３に示される画面２０の中の地点２２がタッチもしくはリモコ
ン操作で選択されたり一定時間が経過したりすると、詳細地図設定モードに移行する。こ
の場合、ステップ１０６に進む。
【００４０】
　ステップ１０６では、詳細地図が表示される。すなわち、図６に示されるように、縮尺
が小さい地図が表示される。図６では、画面２０に２箇所の仮の目的地２４、２５および
各目的地２４、２５に繋がる２つのルート２６、２７がそれぞれ表示されている。なお、
上述のように、仮の目的地の数はゴール地点周辺の施設の数などに左右され、１箇所だけ
表示される場合もあれば、３箇所以上の仮の目的地が表示される場合もある。
【００４１】
　ステップ１０７では、目的地が設定される。つまり、図６に示される各目的地２４、２
５のうちいずれか一方がユーザによってタッチもしくはリモコン操作されて選択され、目
的地設定２１のボタンが押されると、該選択された目的地が設定される。本ステップで設
定された目的地は、最終的な目的地とされる。広域図設定モードではなく、ステップ１０
０からステップ１０６に移行してステップ１０６で詳細地図が表示された場合では、該詳
細地図のいずれかの地点がユーザによってタッチもしくはリモコン操作で選択され、目的
地設定２１のボタンが押されると該地点２２が目的地として設定される。
【００４２】
　ステップ１０８では、図３に示される現在位置２８からステップ１０７で選択された最
終的な目的地までのルート検索が行われる。そして、画面２０にルートや時間、距離が表
示され、ステップ１０９で案内開始をスタートするか否かが判定される。そして、ユーザ
によって案内開始が選択されれば、ステップ１１０に進み、最終的な目的地までの案内が
開始される。
【００４３】
　一方、ステップ１０９でユーザが案内開始を選択しない場合、例えば「戻る」等の操作
がなされた場合にはステップ１０７に戻る。そして、ステップ１０７で、ユーザが異なる
目的地を選択すると、ステップ１０８にて新たな目的地のルート検索およびその表示がな
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され、ステップ１０９にて案内を開始するかが判定される。ユーザが目的地の地点に納得
しない場合には、ステップ１０７～１０９を繰り返すことになる。なお、ユーザが選択し
直した目的地も、本発明の最終的な目的地に相当する。
【００４４】
　ステップ１１０における案内が終了し、図２に示されるフローがすべて終了すると、例
えば車両の現在位置等が画面２０に表示される。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態では、広域図のうちユーザが選択した地点２２をおお
まかな目的地として推定することが特徴となっている。すなわち、ユーザが選択した地点
２２を含む一定範囲から目的地を推定しているため（ステップ１０２）、該推定目的地を
ゴール地点としたルート検索が可能となる。この推定目的地は、例えば図５に示されるよ
うな一定のルールに従って導くことが可能である。このようにして、広域図の中からユー
ザがおおまかに目的地を設定することができる。
【００４６】
　また、おおよその目的地が決まった後であっても、詳細図で推定目的地を修正すること
ができるので、ユーザの要望に応じたゴール地点を詳細に設定することも可能である。
【００４７】
　（他の実施形態）
　図１に示される車両用ナビゲーション装置１０のハードウェア構成は一例を示すもので
あって、ナビゲーション装置１０の機能に応じて構成要素が追加されても良い。例えば、
道路交通情報を取得するため、路側機と無線通信できる受信器が備えられていても良い。
【００４８】
　上記実施形態では、推定目的地として、図５に示される施設の一覧を示したが、目的地
推定方法の決定は他の基準に基づいて行われるようにしても良い。例えば、施設に限定す
るのではなく、目的地となり得る建造物などを含んだランドマークをあらかじめ保持して
おき、該ランドマークの中から推定目的地を決定することもできる。ランドマークの中か
ら推定目的地を決定する場合、ランドマークは経路計算が可能な地点とする。
【００４９】
　図５では、地図の縮尺を考慮して代表的な施設がそれぞれあらかじめ設定されているが
、地図の縮尺に対する代表的な施設の情報は、例えば車両用ナビゲーション装置の持つ学
習機能によって随時書き換えられても構わない。したがって、代表的な施設が地図の縮尺
に応じてあらかじめ決められていたとしても、該学習機能によって代表的な施設が追加・
削除・変更されることがある。この場合、学習機能によって書き換えられたものが「あら
かじめ決められた代表的な施設」となる。
【００５０】
　なお、各図中に示したステップは、機能を実現するための手段に対応するものであり、
上記図２、図４に示したフローチャートの各ステップをハードウェアとして構成すること
もできる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用ナビゲーション装置のハードウェア構成を示し
た図である。
【図２】ユーザがおおまかに設定した目的地からルート検索を行う内容を示したフローチ
ャートである。
【図３】画像表示装置の画面に広域図を表示した図である。
【図４】目的地推定の内容を示したフローチャートである。
【図５】縮尺に応じた目的地となる施設の一覧を示した図である。
【図６】画像表示装置の画面に詳細図を表示した図である。
【符号の説明】
【００５２】
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　１０　　　　　　　車両用ナビゲーション装置
　１１　　　　　　　位置検出器
　１２　　　　　　　画像表示装置
　１３　　　　　　　操作部
　１４　　　　　　　スピーカ
　１５　　　　　　　地図データ取得部
　１６　　　　　　　制御回路
　２０　　　　　　　画面
　２１　　　　　　　目的地設定
　２２　　　　　　　地点
　２３、２６、２７　ルート
　２４、２５　　　　仮の目的地
　２８　　　　　　　現在位置

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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